
議案第22号 

 

つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

  令和５年２月14日 

 

                つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

   つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年つくば市

条例第42号）の一部を次のように改正する。 

 第13条第１項中「、給与条例第25条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の62.5」と」を削り、「同条第４項」

を「給与条例第25条第４項」に、「「これ」を「、「これ」に改める。 

 第23条第１項中「、給与条例第25条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の62.5」と」を削り、「同条第４項」

を「給与条例第25条第４項」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 



職種 号給 給料月額 

別表第２が適用される職種以外の

もの 

 円

１ 150,100

２ 151,200

３ 152,400

４ 153,500

５ 154,600

６ 155,700

７ 156,800

８ 157,900

９ 158,900

10 160,300

11 161,600

12 162,900

13 164,100

14 165,600

15 167,100

16 168,700

17 169,800

18 171,200

19 172,600

20 174,000

21 175,300

22 177,800

23 180,300



24 182,800

別表第２（第４条関係） 

教育職給料表 

職種 号給 給料月額 

小学校、中学校又は義務教育学校に

勤務する教員 

 円

１ 180,200

２ 182,300

３ 184,400

４ 186,600

５ 188,600

６ 190,600

７ 192,700

８ 194,800

９ 197,000

10 199,600

11 202,200

12 204,800

13 207,400

14 209,100

15 210,700

16 212,400

17 214,200

18 215,800

19 217,500

20 219,100



21 220,900

22 222,800

23 224,700

24 226,600

25 228,100

26 230,100

27 232,100

28 234,100

29 235,900

30 238,600

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

人事院勧告、茨城県人事委員会勧告を受け、行政職給料表及び教育職給料表がそ

れぞれ改定されたことに伴い、つくば市会計年度任用職員の給料表の月額等を改正

するため、この条例案を提出するものである。 
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つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年つくば市条例第42号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条―第１２条 （略） 第１条―第１２条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において         

                                    

        、給与条例第25条第４項中「扶養手当の月額並びにこれら」と

あるのは、「これ」と読み替えるものとする。 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第

２項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の100」とあるのは

「100分の62.5」と、同条第４項     中「扶養手当の月額並びにこれら」と

あるのは「これ 」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１４条―第２２条 （略） 第１４条―第２２条 （略） 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において 

                                    

                 、給与条例第25条第４項中「それぞれその

基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

若しくは失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養

手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それ

ぞれその基準日（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、若しくは失職し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度

任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡

を考慮して規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるもの

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、

給与条例第25条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」と、「100分

の100」とあるのは「100分の62.5」と、同条第４項     中「それぞれその

基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

若しくは失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養

手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それ

ぞれその基準日（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、若しくは失職し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度

任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡

を考慮して規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるもの
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とする。 とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２４条―第３１条 (略) 第２４条―第３１条 （略） 

附則 （略） 附則 （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 行政職給料表 

職種 号給 給料月額 

別表第２が適用される職種以外のも

の 

 円

１ 150,100

２ 151,200

３ 152,400

４ 153,500

５ 154,600

６ 155,700

７ 156,800

８ 157,900

９ 158,900

10 160,300

11 161,600

12 162,900

13 164,100

14 165,600

15 167,100

16 168,700

17 169,800

18 171,200

職種 号給 給料月額 

別表第２が適用される職種以外のも

の 

 円

１ 146,100

２ 147,200

３ 148,400

４ 149,500

５ 150,600

６ 151,700

７ 152,800

８ 153,900

９ 154,900

10 156,300

11 157,600

12 158,900

13 160,100

14 161,600

15 163,100

16 164,700

17 165,900

18 167,400
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19 172,600

20 174,000

21 175,300

22 177,800

23 180,300

24 182,800
 

19 168,900

20 170,400

21 171,700

22 174,400

23 177,000

24 179,600
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

教育職給料表 教育職給料表 

職種 号給 給料月額 

小学校、中学校又は義務教育学校に勤

務する教員 

 円

１ 180,200

２ 182,300

３ 184,400

４ 186,600

５ 188,600

６ 190,600

７ 192,700

８ 194,800

９ 197,000

10 199,600

11 202,200

12 204,800

13 207,400

14 209,100

15 210,700

16 212,400

職種 号給 給料月額 

小学校、中学校又は義務教育学校に勤

務する教員 

 円

１ 175,800

２ 177,900

３ 180,000

４ 182,200

５ 184,200

６ 186,400

７ 188,600

８ 190,800

９ 193,000

10 195,800

11 198,500

12 201,200

13 204,000

14 205,700

15 207,300

16 209,000
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17 214,200

18 215,800

19 217,500

20 219,100

21 220,900

22 222,800

23 224,700

24 226,600

25 228,100

26 230,100

27 232,100

28 234,100

29 235,900

30 238,600
 

17 210,800

18 212,400

19 214,100

20 215,700

21 217,500

22 219,400

23 221,300

24 223,200

25 224,700

26 226,700

27 228,700

28 230,700

29 232,500

30 235,200
 

 


